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昭和32年夏の屋外豪華ショー
　白岳町　松瀬　壽男さん

　
　この写真は昭和32年夏に名切米軍グラウンド（現・
中央公園スポーツ広場）で開催された「コニー・ア
イランド・ショウ」という、回転飛行機や回転木馬
などアメリカンスタイルの遊具を備えた屋外豪華
ショーを撮影したものです。この催しは数カ月に渡
り開催され、期間中にはスナップ写真コンテストも
開催されました。
　当時25歳だったわたしは写真が趣味でしたので、
コンテストに出展するため、今では珍しい二眼レフ
カメラと三脚を持って、昼と夜の2回会場に出向きま
した。昼より夜の方が遊具に取り付けられたネオン
が輝きを放ち、雰囲気が良かったので人が多そうな
場所を探してこの写真を撮影しました。コンテスト
の結果はよく覚えていませんが、物珍しさと洋画
ブームも手伝ってかこの催しは連日大盛況で、数回
訪れる人がいたことを今でも覚えています。

　わたしも一度は遊具に乗ってみましたが、その後
このような遊具には二度と乗ることはありませんで
した。
　この写真は遊具の苦い体験と、コンテストへの思
い出が詰まった大切な写真です。

市政広報テレビ番組
「みんなでつくるキラっ都させぼ」をご覧ください
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　市長自らが佐世保市政を語る広報番組が、装いも新
たに今月から始まります。朝長市長と地元在住のレ
ポーター小林理保さんが、対談や街頭インタビューな
どを通して、市政を分かりやすくお伝えします。
　番組は月毎にテーマを決め、民放各局で毎週土曜に
放送している「させぼ市政だより」の時間に各局週替わ
りで約5分間放送し、ケーブルテレビ（テレビ佐世保）
では、毎週土曜（16時55分）に放送します。毎回番組
の中でさまざまなプレゼントも用意していますので、
ぜひご覧ください。

　8月のテーマ
「市民の元気で
　　輝くまちを目指して」
冗秘書課　緯24-1111

放送局時間放送予定日
NBC 9:258月  2日（土）
NIB 9:258月  9日（土）
KTN11:408月16日（土）
NCC11:408月23日（土）

シリーズ「安全安心なまちづくり」②
犯罪の発生を防ぐには…
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　本市の平成19年犯罪発生件数は2,224件で、犯罪率
（人口10万人当たりの犯罪発生件数）の高さは、県内23
市町の中で3番目です。そのうち約6割が「空き巣」「車上
狙い」などの窃盗犯です。盗難被害における無施錠の割
り合いは全国平均よりも高く、安全に対する意識が高
いとは言えないようです。
　「外出の際はわずかな時間でも必ず鍵をかける」「駐輪
の際にはワイヤーロックなどの補助錠を利用する」など、
盗難被害防止を心掛け、市民一人一人が犯罪を未然に
防ぐという意識を高めること
が、安全・安心なまちづくりへ
の第一歩です。

冗地域振興課　緯24-1111
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問題の○中に文字を入れてください。答えのヒントは、
紙面の中にあります。

問題①　○○○○○○○センターとは、子育て中の皆さ
　んにさまざまな支援を行う子育て支援の拠点施設です。
問題②　本市の人工妊娠中絶率は全国でも高く、低年齢
　化していることから、幼児期からの性教育を重視し、
　「○○○○○○○」実践スタッフ養成講座を毎年実施し
　ています。
問題③　「○○○」と呼ばれる子どものイノシシは体にし
　ま模様がありかわいいですが、近くに親が隠れている
　こともあるので近づくのは危険です。
応募方法
　はがきまたはEメールに答えと住所、氏名、年齢、電話番
　号、広報紙へのご意見を書いて8月22日までに広報係へお
　送りください（1人1通）。

7月号の答え
　①来年5月末日（7月号10ページ）、②ふるさと（同9ページ）、
　③犬（同25ページ）
6月号の応募状況
　80通（正解78通・不正解2通）はがき64通・Eメール16通

（質問）
　乳幼児の医療費を病院で支払った後、還付手続きを
市役所で行うことが面倒に感じています。病院だけで
済むようになりませんか。

（子ども支援課からの回答）
　本市の乳幼児福祉医療費助成制度は、小学校入学前
のお子さんを対象に、病院で支払った額から自己負担
額（一医療機関につき月1日800円、月2日以上1,600
円）を差し引いた残りを助成するもので、県の要綱に
基づいて実施しています。この制度は全国で実施され
ていますが、各市町村でそれぞれ実施しているため、
自治体ごとに実施方法が異なっています。
　主な支給方法としては、医療費を病院などの窓口に
支払い、後日利用者が還付請求の手続きを行なう「償

還払い」と、病院などの窓口で自己負担分だけを支払い
医療費請求手続きを病院などが代行する「現物給付」が
あり、長崎県では「償還払い」方式を採用しています。
　本市で独自に現物給付方式を採用することも考えら
れますが、そうすると、国からの交付金や県からの補
助金が減額されたり、医療機関からの医療費請求手続
きを代行する取りまとめ機関へ新たな手数料が発生し
たりするなど大きな財政負担が生じるため、すぐに変
更するのは難しい状況となっています。
　本市では利用者の皆さんの利便性を考慮して、1枚
の申請書で複数の医療機関の複数月分の請求ができ、
医療機関の証明書ではなく、領収書で申請ができるよ
うに手続きの簡素化などに努めています。
　今後とも国に対し、全国一律の制度導入を強く要望
していきますので、ご理解とご協力をお願いします。
冗子ども支援課　緯24-1111

このページでは、市民の皆さんからの「お便り」「思い出の1枚」などを紹介
します。本紙への感想、佐世保市への思いなど、たくさんの声をお寄せくだ
さい。「思い出の1枚」は、写真にまつわるお話と住所、氏名、電話番号を書
いてお送りください。お借りした写真は後日、返却します。
　あて先　〒857-8585（住所不要）佐世保市役所秘書課広報係
　Eメール  hishok@city.sasebo.lg.jp

※全問正解者の中から抽選します。紙面の都合上、発表は発送をもって代えさせていただきます。

プレゼント

「小佐々いりこ300守」を10名さまに
※だし用に最適な中羽サイズです（提供：九十九島漁協）


